
 

 

 

 

 

 「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人住民税は特別徴収 （引き落とし）をしていない」ということはありませんか？ 
   個人住民税の特別徴収とは、 
     
 

 地方税法第３２１条の３、第３２１条の４等及び各市町村の税条例の定めにより、 
 

 

   特別徴収の対象となる給与所得者は、 
 

 

 

 

 

 

 ● 特別徴収の手続き 従業員従業員従業員従業員のののの住所地住所地住所地住所地のののの市町村市町村市町村市町村にににに毎年毎年毎年毎年 1111 月月月月 31313131 日日日日までにまでにまでにまでに「「「「給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書」」」」（（（（※※※※））））をををを提出提出提出提出ししししててててくださいくださいくださいください。。。。そのそのそのその後後後後、、、、５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日までにまでにまでにまでに市町村市町村市町村市町村からからからから特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者へへへへ「「「「特別徴収税額決定特別徴収税額決定特別徴収税額決定特別徴収税額決定通知書通知書通知書通知書」」」」をををを送付送付送付送付しましましましますすすすのでのでのでので、、、、６６６６月以降月以降月以降月以降、、、、そのそのそのその税額税額税額税額をををを毎月毎月毎月毎月のののの給与給与給与給与からからからから徴収徴収徴収徴収ししししてくださいてくださいてくださいてください。。。。       （（（（※※※※））））給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書についてについてについてについてはははは、、、、地方税法第地方税法第地方税法第地方税法第３１７３１７３１７３１７条条条条のののの７７７７においてにおいてにおいてにおいて、、、、提出提出提出提出しなかったしなかったしなかったしなかった    事業者又事業者又事業者又事業者又はははは虚偽虚偽虚偽虚偽のののの記載記載記載記載をしたをしたをしたをした事業者事業者事業者事業者にににに対対対対するするするする罰則規定罰則規定罰則規定罰則規定がががが設設設設けられていますけられていますけられていますけられています。。。。 
 ● 納入の方法 従業員従業員従業員従業員のののの給与給与給与給与からからからから徴収徴収徴収徴収したしたしたした住民税住民税住民税住民税をををを、、、、翌月翌月翌月翌月１０１０１０１０日日日日までにまでにまでにまでに各従業員各従業員各従業員各従業員のののの住所地住所地住所地住所地のののの市町村市町村市町村市町村へへへへ、、、、市町村市町村市町村市町村ごとごとごとごとのののの合算額合算額合算額合算額をををを納入納入納入納入してしてしてしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。「「「「納付書納付書納付書納付書」」」」はははは市町村市町村市町村市町村からからからから「「「「特別徴収税額決定通知書特別徴収税額決定通知書特別徴収税額決定通知書特別徴収税額決定通知書」」」」とともにとともにとともにとともに送付送付送付送付しますしますしますします。。。。        

 

個人住民税の特別徴収のご案内 

給与支払者給与支払者給与支払者給与支払者がががが、、、、所得税所得税所得税所得税のののの源泉徴収源泉徴収源泉徴収源泉徴収とととと同様同様同様同様にににに、、、、毎月毎月毎月毎月、、、、従業員従業員従業員従業員（（（（正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、    臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員、、、、アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト等等等等のののの非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用もももも含含含含むむむむ。）。）。）。）にににに支払支払支払支払うううう給与給与給与給与からからからから個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税（（（（市市市市    町村民税町村民税町村民税町村民税＋＋＋＋県民税県民税県民税県民税））））をををを徴収徴収徴収徴収しししし、、、、市町村市町村市町村市町村にににに納入納入納入納入いただくいただくいただくいただく制度制度制度制度ですですですです。。。。 給与給与給与給与をををを支払支払支払支払うううう事業者事業者事業者事業者はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、すべてすべてすべてすべて特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者としてとしてとしてとして個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税をををを    特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収していただくしていただくしていただくしていただく義務義務義務義務がありますがありますがありますがあります。。。。    
個人住民税の特別徴収のしくみ 

１１１１月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在給与給与給与給与のののの支払支払支払支払いをいをいをいを受受受受けているけているけているけている事業者事業者事業者事業者からからからから、、、、４４４４月月月月１１１１日日日日のののの現況現況現況現況におにおにおにおいていていていて、、、、        引引引引きききき続続続続きききき給与給与給与給与をををを受受受受けているけているけているけている方方方方をををを指指指指しますしますしますします。。。。特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような従業員従業員従業員従業員    からからからから、、、、特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収のののの方法方法方法方法によってによってによってによって個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税をををを徴収徴収徴収徴収しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

奈良県奈良県奈良県奈良県・・・・各市町村各市町村各市町村各市町村からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 新新新新たにたにたにたに特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収をををを行行行行うううう場合場合場合場合やややや、、、、特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収にににに切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる場合場合場合場合のののの手続手続手続手続きのほかきのほかきのほかきのほか、、、、    

もっともっともっともっと詳詳詳詳しいしいしいしい説明説明説明説明をごをごをごをご希望希望希望希望されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、従業員従業員従業員従業員のののの住所地住所地住所地住所地のののの各各各各市町村市町村市町村市町村税務税務税務税務    

担当課担当課担当課担当課までまでまでまでおおおお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

 毎年 1 月 31 日までに給与支払報告書を市町村に提出してください。給与支払報告書を提出した者のうち、 4 月 1 日現在で在籍しなくなった従業員等がいる場合には、4 月 15 日までにその旨を市町村長に届け出てください。 個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員（納税義務者）が 1 月 1 日現在住んでいた市町村から毎年 5 月 31 日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。 特別徴収税額の通知書には、6 月から翌年 5 月までに徴収していただく住民税額（年税額及び毎月の額）が 記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収してください。徴収した個人住民税は、翌月の 10 日までに当該市町村（又は金融機関・郵便局）に納入してください。 

個人住民税特別徴収 Q＆A 

 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者（給与支払者）は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。（地方税法第３２１条の３、第３２１条の４等及び各市町村の税条例の規定） なお、従業員が常時１０名未満の事業者には、申請により納期を年２回とする制度があります。 
今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければならないのですか。 

 給与支払者は、以下の条件にあてはまる給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる場合を除き、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。  ①給与所得者のうち支給期間が１月を超える期間（例：年俸一括払い等）によって定められている給与のみの支払いを受けているもの  ②外国航路を航行する船舶の乗務員で１月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払を受けているもの したがって、アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト等等等等のののの非正規職員非正規職員非正規職員非正規職員であってもであってもであってもであっても、、、、特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収のののの方法方法方法方法によってによってによってによって徴収徴収徴収徴収していただくしていただくしていただくしていただく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    
「原則として特別徴収しなければならない」とのことですが、どういう場合に特別徴収しなくてもよいのですか。アルバイト職員は普通徴収にしたいのですが。 

 特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収ののののメリットメリットメリットメリットとしては、 ・ 従業員の方がわざわざ納税のため、金融機関等に出向く手間を省くことができます。 ・ 普通徴収の納期が原則４期であるのに対し、特別徴収は年１２回なので従業員（納税義務者）の方１回あたりの ご負担が少なくてすみます。 住民税の特別徴収は、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。 税額の計算は給与支払報告書に基づいて各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収し、市町村ごとの合算額を翌月１０日までに金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。 
特別徴収に切り替えるメリットはありますか。 

特別徴収の手順はどのように行えばよいですか。 


